
ヨ
ウ
ス
イ
ウ
チ
ギ
ン

用
水
打
銀
加
賀
滞
の
用
一

水
に
闘
す
る
的
問
は
、
初
め
領
内
を
泊
ず
る
高
打
銀

一

と
し
て
課
し
た
が
、
部
に
よ
り
支
出
の
捌
合
を
異
に
一

す
る
が
放
に
、
一
元
総
入
年
か
ら
郡
別
に
徴
枚
し
て
之
一

そ
該
部
用
水
の
お
に
支
出
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の

一

用
水
打
開
拙
は
、
年
々
郡
の
御
扶
待
人
十
村
よ
り
用
水
一

の
山
u
諭
す
べ
き
筒
所
を
定
め
、
そ
の
終
訟
を
見
間
四
つ
一

た
帳
山
出
荷
作
り
、
別
に
高
百
石
に
つ
き
銀
何
匁
を
徴
一

ヨ
ウ
タ
イ
イ
ン

瑳
窓
際

大
恕
寺
務
者
第
九
代

牧
す
べ
き
こ
と
を
梨
紡
L
、
改
作
務
行
は
御
釘
用
第
一
前
回
利
之
の
女
錠
摘
。
即
ち
永
井
直
卸
夫
人
の
法
獄
。

務
行
を
経
て
郡
奉
行
に
逝
じ
、
部
奉
行
は
各
十
村
に
一
詳
し
く
は
務
怨
院
消
心
妙
諒
大
都
。

命
じ
て
上
納
せ
し
め
保
管
し
た
。
そ
の
用
水
打
銀
を
一

ヨ
ウ
チ

用
地

滞
政
の
時
、
金
制
仰
の
城
下
に
銭

支
出
す
る
嬰
あ
る
時
は
、
ま
た
之
を
改
作
奉
行
に
巾

一
す
る
石
川

・
河
北
二
部
に
限
。
、
御
用
地
と
都
す
る

献

し

た

。

一

も

の

が

あ

っ

た

。

是

は

絡

が

給

人

の

奔

街

地

に

詰

て

ヨ
ウ
ス
イ
サ
イ
キ
ヨ
用
水
葬
許

滞
政
の
時
則
一
る
錦
、
百
姓
の
因
。
品
を
附
地
と
し
て
似
用
し
た
も
の

政
を
司
る
即
を
御
用
腕
と
い
う
た
。
初
は
待
合
加
と

都
し
た
の
を
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
御
用
聞
は
加
賀

絡
の
御
用
邸
犀
と
い
ふ
に
同
じ
い
。

ヨ
ウ
シ
ョ
ウ

陽
勝
元
鹿
三
年
能
脅
に
生
ま
れ

た
o
俗
姓
は
紀
氏
。
山
崎
勝
甫
め
て
十
一
品
印
刷
で
出
叡
山

に
驚
旬
、
商
塔
勝
紘
一
花
院
の
径
日
体
附
に
従
ひ
、
天

台
の
法
文
を
m臼
ひ
、
法
務
総
を
受
持
し
た
o
m崎
勝
性

山
政
で
、

一
た
び
問
〈
と
き
は
之
脅
再
び
せ
ず
、
慈

悲
の
心
最
も
深
〈
、
蚊
艇
の
身
を
敢
む
を
も
献
は

ず
、
自
ら
法
務
純
を
mu
お
し
て
日
夜
に
之
官
節
制
し

た
が
、
去
っ
て
金
的
に
号
旬
、
叉
都
築
の
牟
悶
寺
に

抑
制
っ
て
仙
の
訟
を
腎
ひ
、
迭
に
空
巾
守
飛
行
す
る
カ

を
得
、
仰
を
見
或
は
法
を
聞
き
、
世
間
を
政
枝
し
有

的
を
利
徹
す
る
こ
と
を
得
る
に
来
っ
た
。
除
勝
の
父

本
凶
に
在
っ
て
病
み
、
防
勝
を
見
ん
こ
と
を
願
っ
た

時
、
逝
力
売
以
て
之
を
知
旬
、
父
の
屋
上
に
来
ふ
り
て

法
制
ザ
終
を
附
し
た
が
、
人
制
で
弘
之
を
見
れ
ど
も
、

践
を
問
い
て
形
を
見
な
か
っ
た
。
事
は
法
一
一
帯
経
験
記
・

扶
桑
略
担
・元汁

Tmお
に
見
え
る
。

ヨ
ウ

ヨ
ウ
セ
イ
ジ

釜一品川
寺

金
持
泉
新
町
に
在
っ
て
、

天
台
宗
浪
椛
波
に
図
L
、
同
干
保
十
八
年
述
窃
の
刑制ー

で
あ
っ
た
が
、
制
家
も
な
く
尼
併
の
院
位
す
る
詐
り

で
あ
っ
た
。
後
明
治
活
年
版
寺
と
な
し
、
十
三
年
ま

た
之
を
再
興
し
た
。

ヨ
ウ
註
イ
ジ
パ
シ

釜
清
寺
穏

金制
仰市
市街
川
の

用
水
に
架
け
た
儲
然
。
こ
の
用
水
は
前
所
キ
。統
れ
る

hv
ら
、
締
法
の
川
仇
献
を
お
く
し
て
級
官
架
し
で
あ
っ

た。 水
の
栴
務
を
事
ら
刊
u
叫
し
た
百
姓
の
役
で
あ
る
。

ヨ
ウ
ス
イ
マ
ツ
リ

用
水
祭

石
川
郡
宋
の
日
育

紳
祉
で
、
今
丸
且
二
日
・

三
日
に
執
行
す
る
秩
季
祭

を
用
水
祭
と
抑
制
す
る
。
本
部
協
を
迦
ず
ろ
寺
他
用
水

が
、
古
へ
入
月
二
日
米
部
族
ま
で
開
通
し
た
に
依
る

と
い
」
。

ヨ
ウ
セ
ン
イ
ン
一
温
泉
院

加
創
出
川
町
肥
前
出
刺
家

の
女
奥
必
蜘
の
法
凱
。
昨
し
く
は
議
H
A
院
花
ぷ
克
祭

大
都
定
尼
。

ヨ
ウ
セ
ン
ジ

蓋
泉
寺

邸
内同
州
相
官
附
に
在
っ
て
、

混
宗
架
仮
に
屈
す
る
。
も
と
矢
印
又
は
附
中
に
開
た

こ
と
も
あ
る
が
、
殴
安
二
年
小
島
に
料
じ
、
明
治
三

十
二
年
今
の
地
に
移
っ
た。

ヨ
ウ
セ
ン
ジ

釜
泉
寺

鹿
島
細
小
竹
に
在
っ
て
、

提
唱
京
商
涯
に
邸
す
る
。一説

韻
寺

ヨ
ウ
ゼ
ン
ジ

寺。

i
v

エ
イ
ゼ

y
ジ

永
前i!

で
、
そ
の
地
一
兆
の
合
同
叩
米
は
、
利
納
と
作
徳
と
を
問

一
施
後
間
治
元
年
前
回
七
郎
兵
衛
直
玄

・
菊
池
十
六
郎

は
ず
凡
ベ
て
地
子
米
と
し
て
お
L
、
御
型
的
曾
所
か
一
直
辰
・伊
藤
内
帥
耐
震
正
・官
時
間
助
左
術
門
茶
の
命
ぜ
ら

ら
代
銀
ゃ
い
以
て
下
附
せ
ら
れ
た
。
般
に
御
用
地
だ
か
一
れ
た
の
が
御
用
人
の
起
限
で
あ
ら
う
。
二
年
背
山
総

ら
と
て
引
尚
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
部
長
支

・
間
島
茜
七
郎
鼠
治
が
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
=一

ヨ
ウ
チ
イ
ン

養
智
同
町

金

mm出
古
寺
町
に
在
つ

一
年
ま
で
に
迫

h
k

料
役
し
て
釘
〈
此
の
職
が
機
せ
ら
れ

て
、
判
例
光
山
と
蹴
L
、
提
言
宗
に
邸
す
る
o
正保一一一

一
た
。

然
る
に
究
文
二
年
再
び
奥
村
内
匠
策
向

・
騎
山

年
元
怖
と
い
ふ
者
長
門
上
ゲ
地
町
の
地
を

山
聞
は
り
、

一
外
把
氏
従

・
脇
間
九
兵
衛
直
貨
が
就
任
し
、
九
年
出

寺
院
青
山
山
放
し
た
に
起
る
。
日
記
門
上
智
地
町
は
後
の

一
永
小
右
衛
門
助
治
・能
谷
久
右
衛
門
政
一藍
・蹄
際
中
務

長
門
町
で
あ
る
。
誕
百
寺
町
は
長
門
町
と
接
釘
の
地

一
忠
明

・
近
際
新
左
衛
門
長
安
四
人
加
御
用
人
に
命
ぜ

で
あ
る
か
ら
、
後
に
名
都
が
絞
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

一
ら
れ
た
。
治
時
御
用
入
を
ま
た
御
用
衆
と
い
え
ι

士
。

ヨ
ウ
チ
イ
ン
イ
チ
モ
ン
ド
ウ

護
智
院

一
門
堂

一
共
の
後
熊
谷
死
亡
し
、
延
貸
ご
年
ロ
永

・
近
疎
開
問
必

地
抑
制
限
駿
新
記
に
、
金
問
問
川
長
門
町
四
刷
光
山
養
智

一
せ
ら
れ
、
=
一
年
刑
制
限
も
亦
克
ぜ
ら
れ
て
、
加
御

m入

院

一
門
堂
の
本
館
延
命
地
刊
紙
は
弘
法
大
附
の
彫
話
、

一
を
止
め
ら
れ
、
松
山
等
も
此
の
頃
に
至
っ
て
迫
ん
斡

ホ
像
以
二
尺
三
サ
三
歩
で
、
佼
背
能
州
臥
奈
川
柑
某
寺
一
役
色
、
杭
役
再
び
版
せ
ら
れ
た
が
、
五
年
=
一
且
八
日

に
安
世
し
た
が
、
一
苅
鰍
六
年
十
且
布
川
市
御
供
出
村
一
村
金
左
術
門
安
元
・翁
池
弧
八
郎
武
脱
・井
上
勘
詑
術

土
屋
給
休
が
そ
れ
を
札
口
川
寺
の
除
玄
法
印
に
待
准
し
た

一
門
長
週
三
人
が
御
用
問
役
に
任
じ
、
後
史
に
御

m人

も
の
で
あ
る
と
犯
す
る
。
従
永
元
年
支
考
は
寺
仙
川
市
晶
一
と
政
府
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
御
用
人
は
、

然
と
共
に
、
こ
の
地
政
骨輔
の
夢
想
の
句
脅
立
句
と
し

て
冗
品開
巾
に
五
人
叉
は
六
人
も
ゐ
た
が
、
逢
に
四
人
と

て
倣
仙
の
川
明
日
開
削
そ
興
行
し
た
こ
と
が
あ
る
。

一
な
り
、
御
歩
顕
・
大
組
郎
・御
持
方
町
・
御
先
手
物
川

ヨ
ウ
チ
イ
ン
マ
へ

一夜
智
院
前

金剛州
市
誼
古
寺
町

一
か
ら
そ
れ
を
粂
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。

に
夜
る
縫
怨
院
の
前

逝
の
み
を

古田
う
た
の
で
あ
る

一
C
C大
山
田
寺
活
!
大
即
時
寺
滞
の
御
用
人
は
、
そ
の
此

が
、
後
附
で
は
古
寺
町
・木
合
町
の
後
g

地
を
惣
ベ
て

一
芭
家
老
に
次
ぐ
も
の
で
、
務
士
中
か
ら
諮
問
叫
放
制
の

し

か

制

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

一

者

を

沼

ん

で

之

に

任

じ

た

o
但
し
利
直
吟
時
代
に
改

ヨ
ウ
ト
ン

養
頓

組
中
一

向
宗
百
法
寺
の
品
川
で
二
め
ら
れ
る
ま
で
は
、
御
家
老
を
御
用
人
と
も
術
介
入

院
協
・笹山国
・正
林
と
も
誌
か
れ
て
ゐ
る
。
天
正
十
二

一
と
も
呼
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。

年
八
月
中
先
制
佐
々
成
政
が
脳
出
利
家
に
射
し
て
陰
総
一

ヨ
ウ
ニ
ン
用
人

」
キ
ユ
ウ

ユ
ン
給
人
。

あ
る
そ
知
ふ
り
、
村
到
長
劇
の
院
小
林
漏
六
左
衛
門
を

一

ヨ
ウ
ネ
ン
ジ

護
念
寺

河
北
部
制
下
松
根
に
在

訪
う
て
之
常
告
げ
、
郎
訟
に
際
し
て
利
家
か
ら
筑
金
一
っ
て
、
国
拠
宗
東
振
に
幽
す
る
。
も
と
道
場
で
あ
っ
た

こ
枚
を
奥
へ
ら
れ
た
。
一
部
に
義
蹴
は
揃
六
左
衛
門

一
が
、
明
治
十
三
年
一
且
寺
鋭
の
公
棋
を
許
さ
れ
た
。

の
従
郊
で
、
犯
昨
日
山
城
南
矢
代
門
の
附
仰
を
鋲
つ
一

ヨ
ウ
ハ
ジ
メ
周
初

J
ヤ
タ
シ
ヨ
ハ
ジ
メ
役

た
者
と
も
い
ふ
。
後
利
家
益
顧
の
所
在
を
求
め
た
が
一
所
初
。

知
る
を
相
情
な
か
っ
た
。

一

ヨ
ウ
ニ
ン

用
人

ハ
一
〉
加
到
滞

l
前
閃
利
協
の

一

ヨ
ウ
パ
ン
用
番

』

ツ
キ
バ
ン
且
番
。

ヨ
ウ
フ
歩
イ
ン

護
認
院

能
楽
部
小
松
に
在
つ

八
九
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